
国による学校休業要請 県による学校休業要請期間

県による障害児通所支援休業要請期間
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放課後等デイサービス等に関する支援 （市町村への補助に係る時系列整理）
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放課後等デイサービスの休業により利用し
なかった児童に係る基本報酬相当額の補助
※児童発達支援事業についても同様に補助
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事業所の休業に
伴う支援（事業
所継続支援）

5月15日

事業所への休業要請解除後も、児童の受入れに向けた準備が必要となる場合があるため、休業に
より利用しなかった児童が通常利用に復帰するまでの間も支援対象とする（５月31日まで）。

（別紙）


